
令和７年度　橋梁の設計等に関する技術支援業務　（簡易公募型プロポーザル方式）
○技術提案書の提出者の選定　　公示日：令和７年５月１３日　選定通知日：令和７年５月３０日

評価 評価点 評価 評価点 評価 評価点

資
格
要
件

技
術
部
門
登
録

下記の順位で評価する。
①当該業務に関する部門の建設コンサルタント登録（港湾及び空港部門又は鋼構造及びコンクリート部門）有り、公益財団法
人、公益社団法人、独立行政法人、学校教育法に基づく大学、又はこれらと同等と認められる機関
②上記以外

設計共同体の場合は、代表者の登録状況を評価の対象とする

①５点
②加点しない ② 0 ① 5 ① 5

業
務
成
績

全地方整備局、国土技術政策総合研究所及び沖縄総合事務局（いずれも港湾空港関係）発注の令和４年度から令和５年度まで
に完了した建設コンサルタント等業務の請負業務成績評定点（業務評定点）の平均点を下記の順位で評価する。

①８０点以上
②７８点以上８０点未満
③７６点以上７８点未満
④７４点以上７６点未満
⑤７２点以上７４点未満
⑥７０点以上７２点未満
⑦６８点以上７０点未満
⑧６５点以上６８点未満
⑨６０点以上６５点未満

60点未満の場合は選定しない。なお、令和４年度から令和５年度までの全地方整備局、国土技術政策総合研究所及び沖縄総合
事務局（ともに港湾空港関係）発注業務の実績がない場合は加点しない。

設計共同体の場合は、全構成員の全地方整備局、国土技術政策総合研究所及び沖縄総合事務局（いずれも港湾空港関係）発注
の令和４年度から令和５年度までに完了した建設コンサルタント等業務の請負業務成績評定点（業務評定点）の平均点で評価
する。

①３０点
②２７点
③２４点
④２１点
⑤１８点
⑥１５点
⑦１２点
⑧ ９点
⑨ ０点

② 27 ① 30 ② 27

優
良
表
彰
又
は
生
産
性
向
上
技
術
活

用
表
彰

北陸地方整備局（港湾空港関係）発注の令和４年度から令和５年度までに完了した業務のうち、建設コンサルタント等業務に
係る優良委託業務表彰又は生産性向上技術活用表彰を受けた経験がある者を下記の順位で評価する。

①以下のいずれかに該当する者
・優良委託業務表彰（局長）の実績
・生産性向上技術活用表彰（局長）の実績
②以下に該当する者
・優良委託業務表彰（事務所長）の実績

設計共同体の場合は、各構成員の実績とし、順位の高い方を評価の対象とする。

　※ 優良表彰と生産性向上技術活用表彰と災害対策関係功労者表彰は重複した評価はしない。いずれか高い方を評価する。

① ５点
② ３点

① 5 － － － －

災
害
対
策
関
係
功
労

者
表
彰

令和５年度から令和６年度に受賞した北陸地方整備局災害対策関係功労者表彰を受けた経験のある者を評価する。

※北陸地方整備局（港湾空港関係）との災害協定等に基づく活動実績がある場合に限る。
※ただし災害対策関係功労者表彰と優良表彰と生産性向上技術活用表彰は重複した評価はしない。いずれか高い方を評価す
る。

設計共同体の場合は、各構成員の実績とし、順位の高い方を評価の対象とする。

５点 － － － － － －

北陸地方整備局から建設コンサルタント業務等に関し、参加表明書提出期限日において以下の措置を受けている期間である場
合、下記の順位で評価を減ずる。

①文書注意(発せられた日から２ヶ月間)
②口頭注意(発せられた日から１ヶ月間)

設計共同体の場合は、各構成員のうち１ 者でも「事故及び不誠実な行為」に該当すれば減点の対象とする。

①－５点
②－３点

－ － － － － －

資
格
要
件

技
術
者
資
格

下記の順位で評価する

①・技術士（総合技術監理部門（選択科目：建設）又は建設部門）の資格を有し、技術士法による登録を行っている者
　・博士（工学）
②・ＡＰＥＣエンジニア（Civil又はStructural）の資格を有し、「登録証」の交付を受けている者
　・土木学会特別上級土木技術者、上級土木技術者又は１級土木技術者の資格を有し、「認定証」の交付を受けている者
　・ＲＣＣＭ（港湾及び空港部門又は鋼構造及びコンクリート部門）の資格を有し、「登録証」の交付を受けている者
　　（但し、港湾関係の実務経験が３年以上ある者）

　なお、上記以外の場合は欠格とする。
　配置予定の管理技術者の他に技術指導者（担当技術者として配置）を配置する場合は、技術指導者の資格で評価する。

①５点
②３点

① 5 ① 5 ① 5

業
務
成
績

全地方整備局、国土技術政策総合研究所及び沖縄総合事務局（いずれも港湾空港関係）発注の令和２年度から令和５年度まで
に完了した建設コンサルタント等業務の請負業務成績評定点（技術者評定点）の平均点を下記の順位で評価する。

ただし、管理技術者として従事した業務のみを対象とするが、管理技術者の実績がない場合は、担当技術者の実績で評価す
る。
配置予定の管理技術者の他に技術指導者（担当技術者として配置）を配置する場合は、技術指導者の資格で評価する。

①８０点以上
②７８点以上８０点未満
③７６点以上７８点未満
④７４点以上７６点未満
⑤７２点以上７４点未満
⑥７０点以上７２点未満
⑦６８点以上７０点未満
⑧６５点以上６８点未満
⑨６０点以上６５点未満

６０点未満の場合は選定しない。なお、令和２年度から令和５年度までの全地方整備局、国土技術政策総合研究所及び沖縄総
合事務局（いずれも港湾空港関係）発注業務実績がない場合は加点しない。

①３０点
②２７点
③２４点
④２１点
⑤１８点
⑥１５点
⑦１２点
⑧ ９点
⑨ ０点

② 27 ② 27 ① 30

優
良
表
彰

北陸地方整備局（港湾空港関係）発注の令和２年度から令和５年度までに完了した業務のうち、建設コンサルタント等業務に
係る優良技術者表彰を受けた経験がある者を下記の順位で評価する。
①優良建設技術者表彰（局長）の実績
②優良建設技術者表彰（事務所長）の実績

※ただし災害対策関係功労者表彰等と優良表彰と海外インフラプロジェクト技術者表彰は重複した評価はしない。いずれか高
い方を評価する。

① ５点
② ３点

－ － － － － －

災
害
活
動
へ
の
表
彰
・
感

謝
状

令和３年度から令和６年度に受賞した北陸地方整備局災害対策関係功労者表彰、災害対応功労者感謝状を受けた経験のある者
を評価する。
①災害対応関係功労者表彰（局長）の実績
②災害対応功労者感謝状（局長・事務所長）の実績

※北陸地方整備局（港湾空港関係）との災害協定等に基づく活動実績がある場合に限る。
※ただし災害対策関係功労者表彰等と優良表彰と海外インフラプロジェクト技術者表彰は重複した評価はしない。いずれか高
い方を評価する。
設計共同体の場合は、各構成員の実績とし、順位の高い方を評価の対象とする。

①５点
②１点 － － － － － －

海
外
イ
ン
フ
ラ
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
技
術
者
表
彰

令和３年度から令和６年度までに受賞した海外インフラプロジェクト技術者表彰（大臣賞・奨励賞（港湾空港関係））の実績

配置予定の管理技術者の他に技術指導者（担当技術者として配置）を配置する場合は、技術指導者の資格で評価する。

※ただし災害対策関係功労者表彰等と優良表彰と海外インフラプロジェクト技術者表彰は重複した評価はしない。いずれか高
い方を評価する。

有：５
無：０

無 0 無 0 無 0

業
務
実
施

体
制

下記の項目に該当する場合には選定しない。

・主たる部分が再委託予定となっている場合。
・業務の分担構成が不明確又は不自然な場合
・設計共同体による場合に、業務の分担構成が必要以上に細分化され過ぎている場合。一つの分担業務を複数の構成員が実施
することとしている場合。

－

10

業
務
実
績

① １０点
② 　６点

② 6 ① 10

平成２７年４月１日から本業務の公示日までに完了した同種又は類似業務実績を下記の順位で評価する。
①同種業務の実績
②類似業務の実績

実績は管理技術者又は担当技術者として従事したものに限ることとし、再委託による業務は実績として認めない。
なお、業務実績がない場合は選定しない。
　
配置予定の管理技術者の他に技術指導者（担当技術者として配置）を配置する場合は、技術指導者の資格で評価する。

10 ① 10

87

１位　／　選定・非選定

Ｂ社

新潟港湾空港技術調査事務所

①

業
務
実
績

平成２７年４月１日から本業務の公示日までに完了した同種又は類似業務実績を下記の順位で評価する。
①同種業務の実績
②類似業務の実績

再委託による業務は実績として認めない。なお、業務実績がない場合は選定しない。
設計共同体の場合は、代表者の実績を評価の対象とする。

①１０点
② ６点

② 6 ①

３位　／　選定・非選定

該当なし

備考

Ｃ社

予
定
管
理
技
術
者
の
経
験
及
び
能
力

専
門
技
術
力

Ａ社

該当なし

業
務
実
施
体
制
の

妥
当
性

評価項目 評価の着目点 配点

事
故
及
び
不
誠
実
な

行
為

参
加
表
明
者
の
経
験
及
び
能
力

専
門
技
術
力

合計（最高１００点） 76

該当なし

87

１位　／　選定・非選定順位／選定・非選定


